高知県工業技術センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表
高知県工業技術センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成2年規則第16号）の一部を次のように改正する。
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	改正後
	改正前

	別表第１（第６条関係）
	別表第１（第６条関係）

		区分
	種別
	計算単位
	計算単位当たりの使用料

	（略）

	
	動的粘弾性測定装置
	１台
	１時間につき1,480円

	
	微小部粘弾性測定装置
	１台
	１時間につき1,590円

	
	カロリーメーター
	１台
	１時間につき3,360円

	（略）

	分析装置
	固体発光分析装置
	１台
	１時間につき3,410円

	（略）

	
	炭素硫黄分析装置
	１台
	１時間につき3,190円

	（略）

	
	自動滴定装置
	１台
	１時間につき  870円

	
	過酸化水素計
	１台
	１時間につき　920円

	（略）

	
	超微粒子ビーム成膜装置
	１台
	１日につき9,210円

	（略）



		区分
	種別
	計算単位
	計算単位当たりの使用料

	（略）

	
	動的粘弾性測定装置
	１台
	１時間につき1,480円

	（略）





	分析装置
	固体発光分析装置
	１台
	１時間につき3,470円

	（略）

	
	ＣＳ同時分析装置
	１台
	１時間につき1,910円

	（略）

	
	自動滴定装置
	１台
	１時間につき  870円

	（略）

	
	超微粒子ビーム成膜装置
	１台
	１日につき9,210円

	
	小型高温高圧調理殺菌機
	１台
	１時間につき1,530円




	（略）
	（略）

	別表第２（第６条関係）
	別表第２（第６条関係）

		区分
	種別
	計算単位
	計算単位当たりの手数料

	（略）

	定量分析
	定量分析(特殊機器によるものを除く。)
	簡易なもの
	１試料
	1成分につき2,160円

	
	
	一般的なもの
	１試料
	1成分につき5,250円

	
	
	特殊なもの
	１試料
	1成分につき6,130円

	（略）

	
	
	固体発光分析
	１試料
	6,430円

	
	
	炭素硫黄分析
	１試料
	9,900円

	（略）

	
	
	好的機能特性評価システムによるもの
	１試料
	13,270円

	
	
	過酸化水素分析
	１試料
	5,720円

	（略）

	
	
	精油抽出試験
	１試料
	1時間につき5,740円

	
	
	発熱量測定試験
	１試料
	6,440円

	（略）



		区分
	種別
	計算単位
	計算単位当たりの手数料

	（略）

	定量分析
	定量分析(特殊機器によるものを除く。)
	簡易なもの
	１試料
	１成分につき2,160円

	
	
	一般的なもの
	１試料
	1成分につき5,370円

	
	
	特殊なもの
	１試料
	1成分につき6,220円

	（略）

	
	
	固体発光分析
	一般的なもの
	１試料
	6,710円

	
	
	
	特殊なもの
	１試料
	12,520円

	
	
	赤外線式炭素硫黄分析
	１試料
	4,090円

	（略）

	
	
	好的機能特性評価システムによるもの
	１試料
	13,270円

	（略）

	
	
	精油抽出試験
	１試料
	1時間につき5,740円

	（略）




	（略）
	（略）
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